
●東京都心身障害者 扶養年金条例  

昭和四三年一二月二 一日  

条例第一一一号  

(東京都心身障害者 扶養年金条例  

を廃止する条例 (平 成十八年条例  

第百七十五号 )附則 第二条の規定  

によりなお効力を有 する。 ) 

東京都心身障害者扶 養年金条例を公布す る。  

東京都心身障害者扶 養年金条例  

(目的 ) 

第一条  この条例は 、心身に障害のある 者 (以下「障害者」 という。 )の保護

者が死亡し、又は身 体及び精神の機能を 著しく喪失した状態 となつた後障

害者に年金を支給す る等のため、東 京都 心身障害者扶養年金 制度 (以下「制

度」という。)を設け、もつて障 害者の生 活の安定と福祉の向 上を図るとと

もに、残された障害 者の将来に対し保護 者の抱く不安の軽減 を図ることを

目的とする。  

(昭五七条例一一〇 ・一部改正 ) 

(用語の定義 ) 

第二条  この条例に おいて「障害者」と は、将来独立自活が 困難と認められ

る次の各号のいずれ かに該当する者であ つて、別表第一に定 める程度の障

害を有するものをい う。  

一  知的障害者  

二  身体障害者  

三  精神病者  

四  その他前三号に 準ずる障害者  

2 この条例におい て「保護者」とは、次の各号のいずれか に該当する者をい

う。  

一  障害者の配偶者 (婚姻の届出をして いないが事実上婚姻 と同様の事情

にある者を含む。 ) 

二  直系血族、兄弟 姉妹又はその他の親 族であつて、障害者 を扶養する者  

三  障害者を扶養す る者であつて、知事 が適当と認めるもの  

(昭五七条例一一〇 ・平一〇条例一一六 ・一部改正 ) 

(加入資格 ) 

第三条  障害者の保 護者であつて加入時 に次の各号に該当す るものは、この

制度に加入すること ができる。ただし、 東京都規則で定める 特別の事由が

ある保護者について は、第一号又は第二 号に該当しない場合 においても、

この制度に加入する ことができる。  

一  東京都の区域内 に住所を有すること 。  

二  六十五歳未満で あること。  

三  東京都規則で定 める疾病の状態にな いこと。  
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(昭五三条例二〇・ 昭六二条例一八・一 部改正 ) 

(加入 ) 

第四条  この制度に 加入しようとする者 は、東京都規則の定 めるところによ

り加入を申し込み、 知事の承認を受けな ければならない。  

(特約条項の付加 ) 

第四条の二  前条の 規定による申込みを した者又は同条の規 定による承認を

受けた者 (以下「加 入者」という。 )で 、第三条第二号及び 第三号に該当す

るものは、東京 都規 則の定めるところに より、知事に特 約条 項 (第九条第三

項、第十条第三項、 第十一条第二項及び 第十二条第三項の規 定による加算

をする旨の特約をい う。以下同じ。 )の 付加を申し込むこと ができる。  

2 前項の規定によ る申込みをした者は 、知事の承認を 受け たときは、特約 条

項の付加がなされた 者 (以下「特約付加 入者」という。 )と なることができ

る。  

(昭六二条例一八・ 追加、平一〇条例三 六・一部改正 ) 

(年金受取人 ) 

第五条  加入者は、 次の各号のいずれか に該当する者を年金 受取人として指

定し、知事の承認を 受けなければならな い。  

一  加入者が死亡し 、又は身体及び精神 の機能を著しく喪失 した状態とな

つた後、加入者に代 わつて障害者を保護 する者  

二  加入者が保護す る障害者  

2 加入者 (加入者が死亡した後は年金受 取人 )は、年金受取人 を変更するとき

は、知事の承認を受 けなければならない 。  

3 知事は、障害者 の保護のため必要が あると認めるときは 、年金受取人を 変

更することができる 。  

(昭五七条例一一〇 ・昭六二条例一八・ 一部改正 ) 

(掛金及び特約掛金 ) 

第六条  加入者は、 加入を認められた日 の属する月から、 別 表第二に定める

掛金 (以下「掛金」 という。 )を払い込 まなければならない 。ただし、加入

時から二十年を経過 したときは、二十年 を経過した日の属す る月以後の掛

金の払込みを要しな い。  

2 特約付加入者は 、特約条項の付 加を 認められた日の属す る月から、別表 第

二の二に定める特約 掛金 (以下「特約掛 金」という。 )を払 い込まなければ

ならない。この場合 においては、前項た だし書の規定を準用 する。  

3 加入者 (特約付加入者である加入者を 含む。以下この項に おいて同じ。 )

が加入者たる地位を 失つたことにより他 の保護者が加入者と なつた場合に

おいて、知事が特に 必要があると認めた ときは、従前の加入 者が引き続き

加入しているものと みなして、前二項の 規定を適用する。  

(昭四五条例九八・ 昭五三条例二〇・昭 六二条例一八・一部 改正 ) 

(掛金の減額 ) 
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第七条  知事は、別 表第三に定めるとこ ろにより、掛金を減 額することがで

きる。ただし、加入 者が東京都の区域内 に住所を有しなくな つたときは、

減額しないものとす る。  

(昭六二条例一八・ 平一〇条例三六・一 部改正 ) 

(脱退等 ) 

第八条  加入者は、 第一号又は第二号に 該当する事由が生じ たときはその事

由の生じた日の属す る月の翌月から、第 三号に該当する事由 が生じたとき

は掛金を払い込まな くなつた日の属する 月から、加入者たる 地位を失うも

のとする。ただし、 第三号に該当する事 由が生じた場合にお いて、知事が

特別の事情があると 認めたときは、この 限りでない。  

一  加入者の保護す る障害者が死亡した とき。  

二  脱退の申出をし たとき。  

三  六月以上掛金を 払い込まなかつたと き。  

2 特約付加入者は、第一号に該当する事 由が生じたときはそ の事由の生じた

日の属する月から、 第二号に該当する事 由が生じたときはそ の事由の生じ

た日の属する月の翌 月から、第三号に該 当する事由が生じた ときは特約掛

金を払い込まなくな つた日の属する月か ら、特約付加入者た る地位を失う

ものとする。ただし 、第三号に該当する 事由が生じた場合に おいて、知事

が特別の事情がある と認めたときは、こ の限りでない。  

一  加入者たる地位 を失つたとき。  

二  特約条項の付加 の取消しの申出をし たとき。  

三  六月以上特約掛 金を払い込まなかつ たとき。  

3 偽りその他不正 の手段による加入若 しくは特約条項の付 加の承認があつ

たとき、又は加入若 しくは特約条項の付 加の承認後において 偽りその他不

正があつたときは、 知事は、当該加入者 を脱退させ、又は当 該特約付加入

者たる地位を失わせ ることができる。た だし、第三条第三号 に規定する要

件に関して偽りその 他不正があつた場合 において、加入者又 は特約付加入

者が加入又は特約条 項の付加を認められ た日から二年を経過 しているとき

は、この限りでない 。  

4 前三項の規定に より脱退し、又は地 位を失つた加入者又 は特約付加入者に

対しては、既に払い 込まれた掛金又は特 約掛金は返還しない 。  

(昭五三条例二〇・ 昭六二条例一八・一 部改正 ) 

(年金の給付 ) 

第九条  加入者が死 亡し、又は身体及び 精神の機能を著しく 喪失した状態と

なつたときは、障害 者に対し、年金を支 給する。  

2 年金は、加入者 が死亡し、又は 身体 及び精神の機能を著 しく喪失した状態

となつた日の属する 月から、年金受取人 の申請に基づいて、 月額三万円を

支給する。  

3 前項の場合にお いて、特約付加 入者 については、同 項に 定める額に一万円

を加算して支給する 。  
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(昭五三条例二〇・ 昭五七条例一一〇・ 昭六二条例一八・一 部改正 ) 

(弔慰金の給付 ) 

第十条  年金の支給 開始前に障害者が死 亡したときは、加入 者に対し、その

申請に基づいて弔慰 金を支給する。  

2 弔慰金の額は、 加入者であつた期間 (以下「加入期間」 という。 )に応じ、

それぞれ次に掲げる 額とする。  

一  加入期間が五年 未満のとき  三万円  

二  加入期間が五年 以上二十年未満のと き  六万円  

三  加入期間が二十 年以上のとき  十二 万円  

3 第一項の場合に おいて、特約付 加入 者については、前項 に定める額に特約

条項の付加がなされ た加入期間 (以下「 特約付加期間」とい う。 )に応じ、

それぞれ次に掲げる 額を加算して支給す る。  

一  特約付加期間が 五年未満のとき  一 万円  

二  特約付加期間が 五年以上二十年未満 のとき  二万円  

三  特約付加期間が 二十年以上のとき  四万円  

(昭六二条例一八・ 平一〇条例三六・一 部改正 ) 

(葬祭料の給付 ) 

第十一条  第九条第 一項の規定により年 金を支給される障害 者 (以下「年金受

給権者」という。 )が死亡したときは、 年金受取人 (年金受 給権者が年金受

取人である場合にあ つては、葬祭を 行う 者 )に対し、その申 請に基づいて葬

祭料三万円を支給す る。  

2 前項の場合にお いて、特約付加 入者 については、前 項に 定める額に一万円

を加算して支給する 。  

(平一〇条例三六・ 追加 ) 

(脱退一時金等の給 付 ) 

第十二条  加入者が 脱退の申出をしたと きは、東京都規則の 定めるところに

より、当該加入者に 対し脱退一時金を支 給する。ただし、加 入期間が五年

に満たないときは、 この限りでない。  

2 脱退一時金の額 は、加入期間に応じ 、それぞれ次に掲げ る額とする。  

一  加入期間が五年 以上十年未満のとき  三万円  

二  加入期間が十年 以上のとき  六万円  

3 第一項の場合に おいて、加入者 が特 約付加入者である場 合は、前項各号 に

定める額に、特約付 加期間に応じ第五項 各号に定める額をそ れぞれ加算し

て支給する。ただし 、特約付加期間が五 年に満たないときは 、この限りで

ない。  

4 特約付加入者が 、特約条項の付 加の 取消しの申出をした ときは、東京都 規

則の定めるところに より、当該特約付加 入者に取消一時金を 支給する。た

だし、特約付加期間 が五年に満たないと きは、この限りでな い。  

5 第三項の規定に よる加算の額及び前 項の取消一時金の額 は、特約付加期間

に応じ、それぞれ次 に掲げる額とする。  
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一  特約付加期間が 五年以上十年未満の とき  一万円  

二  特約付加期間が 十年以上のとき  二 万円  

(平一〇条例三六・ 追加 ) 

(年金の支給制限 ) 

第十三条  加入者又 は加入者の保護する 障害者が、次の各号 のいずれかに該

当するときは 、第九 条第一項の規定にか かわらず、当 該障害 者に対しては、

年金を支給しない。  

一  加入者が加入後 一年以内に自殺した とき。  

二  当該障害者が加 入者を故意に死亡さ せたとき。  

(平一〇条例三六・ 追加 ) 

(年金の支給停止 ) 

第十四条  年金受給 権者が、次の各号の いずれかに該当する とき は、その該

当する期間、年金の 支給を停止する。  

一  所在が一月以上 不明のとき。  

二  懲役又は禁錮 こ の刑に処せられ、そ の執行を受けている とき。  

三  日本国内に住所 を有しないとき。  

(平一〇条例三六・ 追加 ) 

(年金の使途の制限 等 ) 

第十五条  年金は、年金受給権者の福祉 のために使用されな ければならない 。 

2 年金を受ける権 利は、譲り渡し、又 は担保に供すること ができない。  

(平一〇条例三六・ 旧第十一条繰下 ) 

(受給権の消滅 ) 

第十六条  年金を受 ける権利は、年金受 給権者が死亡したと きは、死亡の日

の属する月の翌月か ら消滅する。  

2 知事は、加入者又 は年金受給権者が偽 りその他不正の手段 により年金の給

付を受け、又は受け ようとしたときは、 その受給権を消滅さ せることがで

きる。  

3 毎月支給する年 金を受ける権利は、五年間これを行使し ないときは時効に

より消滅する。  

(平一〇条例三六・ 旧第十二条繰下・一 部改正 ) 

(未支給金 ) 

第十七条  年金受給 権者が死亡した場合 において、その者に 支給すべき年金

で未支給のものがあ るときは、その者の 配偶者、子、父母、 孫、祖父母又

は兄弟姉妹であつて 、その死亡の当時そ の者と生計を同じく していたもの

は、自己の名で、そ の未支給の年金の支 給を申請することが できる。  

2 前項の場合にお いて、死亡した年金 受給権者が死亡前に その年金の支給を

申請していなかつた ときは、同項に規定 する者は、自己の名 で、その未支

給の年金の支給を申 請することができる 。  

3 未支給の年金を 受けるべき者の順位 は、第一項に規定す る順序による。  
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4 未支給の年金を 受けるべき同順位者 が二人以上あるとき は、その一人のし

た申請は、全員のた めその全額につきし たものとみなし、そ の一人に対し

てした支給は、全員 に対してしたものと みなす。  

(平一〇条例三六・ 追加 ) 

(年金等の返還 ) 

第十八条  知事は、 偽りその他不正の手 段により年金、弔慰 金、葬祭料、脱

退一時金又は取消一 時金 (以下「年金等 」という。 )の給付 を受けていた者

があるときは、その 者に既に支給された 年金等の額の全部又 は一部を返還

させることができる 。  

(平一〇条例三六・ 追加 ) 

(届出義務等 ) 

第十九条  加入者は 、次に掲げる事由が 生じたときは、速や かにその旨を知

事に届け出なければ ならない。  

一  加入者又は年金 受取人の住所の変更  

二  加入者の保護す る障害者の死亡  

三  掛金の減額事由 の消滅  

2 年金受取人は、その住所を変更した とき は、速やか にそ の旨を知事に届け

出なければならない 。  

3 年金受給権者で ない年金受取人は 、年金受給権者が死亡 したときは、速 や

かにその旨を知事に 届け出なければなら ない。  

4 年金受給権者又 は年金受取人は 、東 京都規則で定めると ころにより、毎 年

年金受給権者の現況 に関する届出をしな ければならない。  

5 知事は、年金受 給権者又は年金受取 人が、正当な理 由な く前項に規定する

届出をしないときは 、年金の支払を差し 止めることができる 。  

6 加入者、年金受取人、障害者及び年 金受給権者は、この 制度の適正な運営

を図るため知事が行 う調査に協力しなけ ればならない。  

(平一〇条例三六・ 旧第十三条繰下・一 部改正 ) 

(審議会 ) 

第二十条  この制度 の運営に関する必要 な事項を調査審議す るため、東京都

心身障害者扶養年金 審議会 (以下「審議 会」という。 )を設 置する。  

2 審議会は、次に 掲げる事項について 知事の諮問に答え 、又は知事に意見を

具申することができ る。  

一  掛金及び特約掛 金並びに給付金の額 の改定に関する事項  

二  年金受取人の変 更、掛金の減免、脱 退若しくは地位の喪 失又は受給権

の消滅についての異 議に関する事項  

三  前二号に掲げる もののほか、この制 度の運営 上特に必要 な事項  

3 審議会は、次に掲 げる者のうちから知 事が委嘱又は任命す る委員七名以内

をもつて組織する。  

一  学識経験者  三 名以内  

二  加入者を代表す る者  二名以内  



三  東京都職員  二 名以内  

4 特別の事項を調 査審議するため必要 があるときは、審議 会に臨時委員を置

くことができる。  

5 委員の任期は、二年とし、補欠の委員 の任期は、前任者の 残任期間とする。  

6 前各項に規定す るもののほか、審議 会に関し必要な事項 は、知事が定める。 

(昭五三条例二〇・昭六二条例一八・一 部改正、平一〇条例 三六・旧 第

十四条繰下・一部改 正 ) 

(都の負担 ) 

第二十一条  第七条 の規定により減額し た場合は、その相当 額を東京都が負

担する。  

(平一〇条例三六・ 旧第十五条繰下・一 部改正 ) 

(委任 ) 

第二十二条  この条 例に定めるもののほ か、この条例の施行 について必要な

事項は、東京都規則 で定める。  

(平一〇条例三六・ 旧第十六条繰下 ) 

附  則  

(施行期日 ) 

1 この条例は、昭 和四十四年四月一日 から施行 する。  

(暫定措置 ) 

2 この条例施行の 日から昭和四十五年 三月三十一日までの 間に加入する者

については、第三条 第二号の規定は、こ れを適用しない。  

附  則 (昭和四五年 条例第九八号 ) 

この条例は、昭和四 十五年九月一日から 施行する。  

附  則 (昭和五三年 条例第二〇号 ) 

1 この条例は、昭和五十三年四月一日 から施行する。ただ し、この条例によ

る改正後の東京都心 身障害者扶養年金条 例第九条第二項及び 別表第二の規

定は、昭和五十三年 十月一日から施行す る。  

2 この条例による 改正後の東京都心身 障害者扶養年金条例 別表第二の規定

は、昭和五十三年十 月以後の月分の掛金 について適用し、昭 和五十三年九

月以前の月分の掛金 については、なお従 前の例による。  

附  則 (昭和五七年 条例第一一〇号 ) 

この条例は、公布の 日から施行する。  

附  則 (昭和六二年 条例第一八号 ) 

1 この条例は、昭 和六十二年七月一日 から施行する。  

2 この条例の施行 の日前において、東 京都心身障害者扶養 年金条例第四条の

規定により加入の承 認を受けた者に係る 掛金については、こ の条例による

改正後の東京都心身 障害者扶養年金条例 別表第二の規定にか かわらず、な

お従前の例による。  

附  則 (平成一〇年 条例第三六号 ) 

1 この条例は、平 成十年十月一日から 施行する。  
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2 この条例の施行 の日 (以下「施行日 」という。)の前日 において、この制 度

に加入している者に ついては、この条例 による改正後の東京 都心身障害者

扶養年金条例 (以下 「改正後の条例」と いう。 )別表第二の 規定にかかわら

ず、施行日から平成 十一年三月三十一日 までの間は附則別表 第一の規定を

適用し、同年四月一 日から平成十二年三 月三十一日までの間 は附則別表第

二の規定を適用する 。  

3 施行日の前日に おいて、この制度の 特約条項の付加がな されている者につ

いては、改正後の条 例別表第二の二の規 定にかかわらず、施 行日から平成

十一年三月三十一日 までの間は附則別表 第三の規定を適用し 、同年四月一

日から平成十二年三 月三十一日までの間 は附則別表第四の規 定を適用する 。 

附則別表第一  

一  昭和六十二年六 月三十日以前に加入 した者  

加入時における加入 者の年齢  掛金月額  

三十五歳未満  障害者一人につき  二、七〇〇円  

三十五歳以上四十歳 未満  障害者一人につき  三、六〇〇円  

四十歳以上四十五歳 未満  障害者一人につき  四、〇〇〇円  

四十五歳以上  障害者一人につき  五、八〇〇円  

二  昭和六十二年七 月一日以後に加入し た者  

加入時における加入 者の年齢  掛金月額  

三十五歳未満  障害者一人につき  二、七〇〇円  

三十五歳以上四十歳 未満  障害者一人につき  三、六〇〇円  

四十歳以上四十五歳 未満  障害者一人につき  四、〇〇〇円  

四十五歳以上五十歳 未満  障害者一人につき  五、〇〇〇円  

五十歳以上五十五歳 未満  障害者一人につき  六、一〇〇円  

五十五歳以上六十歳 未満  障害者一人につき  七、八〇〇円  

六十歳以上六十五歳 未満  障害者一人につき  一〇、〇〇〇円  

附則別表第二  

一  昭和六十二年六 月三十日以前に加入 した者  

加入時における加入 者の年齢  掛金月額  

三十五歳未満  障害者一人につき  三、七〇〇円  

三十五歳以上四十歳 未満  障害者一人につき  四、八〇〇円  

四十歳以上四十五歳 未満  障害者一人につき  五、六〇〇円  

四十五歳以上  障害者一人につき  八、六〇〇円  

二  昭和六十二年七 月一日以後に加入し た者  
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加入時における加入 者の年齢  掛金月額  

三十五歳未満  障害者一人につき  三、七〇〇円  

三十五歳以上四十歳 未満  障害者一人につき  四、八〇〇円  

四十歳以上四十五歳 未満  障害者一人につき  五、六〇〇円  

四十五歳以上五十歳 未満  障害者一人につき  六、八〇〇円  

五十歳以上五十五歳 未満  障害者一人につき  八、三〇〇円  

五十五歳以上六十歳 未満  障害者一人につき  一〇、三〇〇円  

六十歳以上六十五歳 未満  障害者一人につき  一二、八〇〇円  

附則別表第三  

承認時における特約 付加入者の

年齢  

特約掛金月額  

三十五歳未満  障害者一人につき  一、〇〇〇円  

三十五歳以上四十歳 未満  障害者一人につき  一、三〇〇円  

四十歳以上四十五歳 未満  障害者一人につき  一、六〇〇円  

四十五歳以上五十歳 未満  障害者一人につき  二、〇〇〇円  

五十歳以上五十五歳 未満  障害者一人につき  二、五〇〇円  

五十五歳以上六十歳 未満  障害者一人につき  三、二〇〇円  

六十歳以上六十五歳 未満  障害者一人につき  四、一〇〇円  

附則別表第四  

承認時における特約 付加入者の

年齢  

特約掛金月額  

三十五歳未満  障害者一人につき  一、三〇〇円  

三十五歳以上四十歳 未満  障害者一人につき  一、六〇〇円  

四十歳以上四十五歳 未満  障害者一人につき  二、〇〇〇円  

四十五歳以上五十歳 未満  障害者一人につき  二、四〇〇円  

五十歳以上五十五歳 未満  障害者一人につき  三、〇〇〇円  

五十五歳以上六十歳 未満  障害者一人につき  三、七〇〇円  

六十歳以上六十五歳 未満  障害者一人につき  四、六〇〇円  

附  則 (平成一〇年 条例第一一六号 ) 

この条例は、平成十 一年四月一日から施 行する。  

別表第一 (第二条関 係 ) 

(昭五三条例二〇・ 平一〇条例一一六・ 一部改正 ) 
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障害者の区分  障害の程度  

知的障害者  精神発育の遅滞の程 度が軽度以上のもの  

身体障害者  身体障害者福祉法施 行規則 (昭和二十五 年厚生省令第十五

号 )の別表第五号に 定める身体障害者障 害程度等級表のう

ちおおむね四級以上 の障害のあるもの  

精神病者  次に掲げる程度以上 の症状を有するもの  

一  精神分裂病によ るものにあつては、欠陥状態又は病状が

あるため、人格崩 壊 、思考 障害、その他 もう想、幻覚等の

異常体験があるもの  

二  そううつ病によ るものにあつては、感情、欲動及び思考

障害の病相期があり 、かつ 、これが持続 したり又はひんぱ

んにくりかえしたり するもの  

三  非定型精神病に よるものにあつては 、欠陥状態又は病状

が前記一又は二に準 ずるもの  

四  てんかんによる ものにあつては、ひ んぱんにくりかえす

発作又は痴呆 ち ほ う 、性格変化その他精神 神経症状があるも

の  

五  中毒精神病によ るものにあつては 、痴呆 ち ほ う 、性格 変化

及びその他持続する 異常体験があるもの  

六  器質精神病によ るものにあつては 、痴呆 ち ほ う 、人格 崩壊

その他の精神神経症 状があるもの  

七  その他前各号に 準ずる程度の症状を 有するもの  

その他前三号

に準ずる障害

者  

脳性麻痺 ひ 、自閉症 又は進行性筋萎縮症 の者であつて、前

三号に該当しないも の  

別表第二 (第六条関 係 ) 

(平一〇条例三六・ 全改 ) 

一  昭和六十二年六 月三十日以前に加入 した者  

加入時における加入 者の年齢  掛金月額  

三十五歳未満  障害者一人につき  四、八〇〇円  

三十五歳以上四十歳 未満  障害者一人につき  六、〇〇〇円  

四十歳以上四十五歳 未満  障害者一人につき  七、二〇〇円  

四十五歳以上  障害者一人につき  一一、五〇〇円  

二  昭和六十二年七 月一日以後に加入し た者  

加入時における加入 者の年齢  掛金月額  

三十五歳未満  障害者一人につき  四、八〇〇円  
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三十五歳以上四十歳 未満  障害者一人につき  六、〇〇〇円  

四十歳以上四十五歳 未満  障害者一人につき  七、二〇〇円  

四十五歳以上五十歳 未満  障害者一人につき  八、六〇〇円  

五十歳以上五十五歳 未満  障害者一人につき  一〇、五〇〇円  

五十五歳以上六十歳 未満  障害者一人につき  一二、八〇〇円  

六十歳以上六十五歳 未満  障害者一人につき  一五、六〇〇円  

別表第二の二 (第六 条関係 ) 

(昭六二条例一八・ 追加、平一〇条例三 六・一部改正 ) 

承認時における特約 付加入者の年齢  特約掛金月額  

三十五歳未満  障害者一人につき  一、六〇〇円  

三十五歳以上四十歳 未満  障害者一人につき  二、〇〇〇円  

四十歳以上四十五歳 未満  障害者一人につき  二、四〇〇円  

四十五歳以上五十歳 未満  障害者一人につき  二、九〇〇円  

五十歳以上五十五歳 未満  障害者一人につき  三、五〇〇円  

五十五歳以上六十歳 未満  障害者一人につき  四、三〇〇円  

六十歳以上六十五歳 未満  障害者一人につき  五、二〇〇円  

別表第三 (第七条関 係 ) 

(昭五三条例二〇・ 平一〇条例三六・一 部改正 ) 

要件  減額の割合  

一  加入者が生活保 護法 (昭和二十五年 法律第百四十四

号 )第六条第一項に 規定する被保護者で ある場合  

二分の一減額  

二  加入者が特別区 民税又は市町村民税 を課せられてい

ない場合又は二分の 一減額されている場 合  

二分の一減額  

三  前二号のほか知 事が特に減額を必要 と認める場合  二分の一減額  

――――――――― ―  

○東京都心身障害者 扶養年金条例を廃止 する条例  

平成一八年一二月二 二日  

条例第一七五号  

東京都心身障害者扶 養年金条例 (昭和四 十三年東京都条例第 百十一号 )は、

廃止する。  

附  則  

(施行期日 ) 

第一条  この条例は 、平成十九年三月一 日から施行する。  

(年金受給者に対す る経過措置 ) 
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第二条  この条例の 施行の日 (以下「施 行日」という。 )前 に、この条例によ

る廃止前の東京都心 身障害者扶養年金条 例 (以下「旧条例」 という。 )第九

条第一項の規定によ り年金を支給される 権利を有している障 害者 (以下「年

金受給権者」という 。)に係る年金及び 葬祭料の支給につい ては、旧条例の

規定は、なおその効 力を有する。  

(清算金の支給 ) 

第三条  施行日にお いて、旧条例第四 条 の二第一項に規定す る加入者 (以下

「加入者」とい う。)が保護する障害者が 年金受給権者となっ ていない場合

は、加入者又は当 該 障害者 (以下「未受 給者」という 。)のいずれかに対し、

清算金を支給する。  

2 清算金の額は、一・〇一四五を 施行 日における加入者の 年齢に対応する平

均余命の年数 (平成 十八年に厚生労働省 が発表した平成十七 年簡易生命表

によるものとし、そ の年数に一年に満た ない端数があるとき は、その端数

は切り捨てる。)に 相当する回数乗じて 得た数値で、次 の各 号に掲げる額の

合算額を除して得た 額 (その額に一円未 満の端数を生じ たと きは、これを切

り上げる。 )とする 。  

一  二万円に、平均 受給期間である二十 四年間の月数を乗じ て得た額 (以

下「清算基準額」と いう。 )を、旧条例 第六条第一項に規定 する掛金 (以

下「掛金」という。 )の最長の払込期間 である二十年間の月 数で除して

得た額に、施行日ま でに掛金を払い込ん だ月数を乗じて得た 額  

二  施行日前に、旧 条例第四条の二第二 項に規定する特約付 加入者であっ

た者 (以下「特約付 加入者」という。 )については、清算基 準額に、三分

の一を乗じて得た額 を、掛金の最長の払 込期間である二十年 間の月数で

除して得た額に、施 行日までに旧条例第 六条第二項に規定す る特約掛金

(以下「特約掛金」 という。 )を払い込 んだ月数を乗じて得 た額  

3 前項の清算金の 算定において、施行 日前に、払い込 むべ き掛金を免除され

た者の当該免除され た月数は、前項第一 号の払い込んだ月数 とみなす。  

4 前二項に掲げる もののほか、清算金 の算定に必要な事項 は、東京都規則 (以

下「規則」という。 )で定める。  

(清算金受給者等 ) 

第四条  加入者又は 未受給者は、清算金 の支給を受ける場合 において、加入

者又は未受給者のい ずれかを清算金の支 給を受ける者 (以下 「清算金受給

者」という。)とし て指定し、規則で 定 めるところにより 、知事に届け出な

ければならない。  

2 前項の指定が未 受給者である場合に あっては、加入 者又 は未受給者は、次

条第一項第二号の支 給方法を指定しなけ ればならない。  

3 第一項の指定が 未受給者である場合 にあっては、加入者 又は未受給者は 、

清算金受給者に代わ って清算金を受け取 る者 (以下「清算金 受取人」とい

う。 )として、次の 各号のいずれかに該 当する者を指定する ことができる。 

一  加入者  



二  加入者に代わっ て障害者を保護する 者として次に掲げる 者  

(一 ) 未受給者の配 偶者 (婚姻の届出を してい ないが事実上 婚姻と同様

の事情にある者を含 む。 ) 

(二 ) 直系血族、兄 弟姉妹又はその他の 親族  

4 加入者又は未受 給者は、清算金 受取 人を変更しようとす るときは、規則 で

定めるところにより 、知事に届け出なけ ればならない。  

5 知事は、清算金受 給者である未受給者 の保護のため必要が あると認めると

きは、清算金受取人 を変更することがで きる。  

(清算金の支給方法 ) 

第五条  清算金の支 給方法は、次の各号 に掲げる清算金受給 者に応じ、当該

各号に定める方法に よるものとする。  

一  加入者  一括支 給  

二  未 受 給 者  一 括 支 給 又 は 分 割 支 給 (二 年 か ら 二 十 年 ま で の 年 数 の う ち 、

加入者又は未受給者 が指定した年数 (次 項において「支給年 数」という。)

による分割支給をい う。 ) 

2 前項第二号に規 定する分割支給の方 法により清算金を支 給する場合にあ

っては、次の各号に 掲げる額の合算額を 毎年度一回支給する 。  

一  附則第三条第二 項に規定する清算金 の額 (次号において 「清算金総額」

と い う 。 )を 、 支 給 年 数 で 除 し て 得 た 額 (そ の 額 に 端 数 を 生 じ た と き は 、

当該端数を初回の支 給額に合算する。次 号において「清算金 年額」とい

う。 ) 

二  支給年数に応じ て、各年度毎に生じ る利息相当額として 、清算金総額

から当該年度分の清 算金年額及び前年度 まで支給した清算金 年額の合

計額を差し引いた額 に利率として〇・〇 一四五を乗じて得た 額 (その額

に一円未満の端数を 生じたときは、これ を切り捨てる。 )を 算定し、各

年度における当該算 定額を合算したもの を支給年数で除して 得た額 (そ

の額に端数を生じた ときは、当該端数を 初回の支給額に合算 する。 ) 

3 前項に掲げるも ののほか、清算金の 算定に必要な事項は 、規則で定める 。 

(年金受給の経過措 置 ) 

第六条  加入者又は 未受給者は、附則第 四条第一項の指定の 届出をする際に

おいて、施行日から 平成二十年三月三十 一日までの間、清算 金の受給を留

保することの申出を することができる。  

2 前項の申出があ った場合は、平 成二 十年三月三十一日ま での間、附則第 三

条第一項の清算金は 、支給しない。  

3 附則第四条第一 項の指定の届出が、規則で定める期日ま でに行われなかっ

た場合においても附 則第三条第一項の清 算金の支給について は、前項と同

様とする。  

4 平成二十年三月 三十一日までの間に 、第一項の申出があ った場合又は前項

に規定する届出が行 われなかった場合で 、加入者が死亡し、 又は身体及び

精神の機能を著しく 喪失した状態となっ たとき (以下「死亡 等したとき」と



いう。)は、未受給者 は、施行日の属する 月から当該加入者が 当該死亡等し

たときの属する月ま での月数に、施行日 前に旧条例第六条第 一項の規定に

より払い込んでいた 掛金のうち最後に払 い込んだ掛金 (同項 の規定により

払い込むべき掛金を 払い込んでいなかっ た場合 (以下「未納 があった場合」

という。)は、最後に払い込むべき掛金を いい、当該加入者が 特約付加入者

であった場合は、掛 金及び特約掛金をい う。 )に相当する額 (以下「掛金相

当額」という。 )を 乗じて得た額 (未納 があった場合は、掛 金相当額に、当

該未納月数を乗じて 得た額を含む。)を 払い込むことにより 、当該未受給者

を附則第二条の規定 による年金受給権者 とみなして、同条の 規定を適用す

る。  

5 前項の加入者が 死亡等したときは 、未受給者は、規 則で 定めるところによ

り、知事にその旨を 届け出なければなら ない。  

6 知事は、特に必要があると認める場 合は、掛金相当額を 、規則で定めると

ころにより減額する ことができる。  

7 第四項の場合に おいて、年金受 給権 者とみなされた者に ついては、附則 第

三条第一項の規定に かかわらず、同項の 清算金は、支給しな い。  

8 第四項の算定に 必要なその他の事 項 は、規則で定める。  

(未支給金の取扱い ) 

第七条  清算金受給 者 (附則第四条第一 項の指定を届け出て いない場合にあ

っては、加入者 及び 未受給者 )が死亡し 、又はその所在 が一 年以上不明な場

合において、その者 に支給すべき清算金 で未支給のもの (以 下「未支給金」

という。 )があると きは、その者の配偶 者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟

姉妹は、自己の名で 、その未支給金の支 給を申請することが できる。  

2 前項の場合にお いて、未支給金に係 る附則第五条第二項 第二号に規定する

額は、支給しない。  

3 未支給金を受け るべき者の順位は、 第一項 に規定する順 序による。  

4 未支給金を受け るべき同順位者が二 人以上あるときは、その一人のした申

請は、全員のためそ の全額につきしたも のとみなし、その一 人に対してし

た支給は、全員に対 してしたものとみな す。  

5 その他の未支給 金の取扱いについて 必要な事項は、規則 で定める。  

(清算金受給権の消 滅等 ) 

第八条  清算金の支 給を受ける権利は、 五年間これを行使し ないときは時効

により消滅する。  

2 知事は、加入者又 は清算金受給者が偽 りその他不正の手段 により清算金の

支給を受け、若しく は受けようとしたと きは、その受給権を 消滅させ るこ

とができる。  

3 知事は、前項の場 合において、既に清 算金の支給を受けた 者があるときは 、

その者に既に支給さ れた清算金の額の全 部又は一部を返還さ せることがで

きる。  

(届出義務等 ) 



第九条  清算金受給 者又は清算金受取人 は、清算金の支給が 完了するまでの

間、その氏名又はそ の住所を変更したと きは、速やかにその 旨を、規則で

定めるところにより 、知事に届け出なけ ればならない。  

2 加入者、未受給 者又は清算金受取人 は、清算金受給者が 死亡したときは 、

速やかにその旨を、 規則で定めるところ により、知事に届け 出なければな

らない。  

3 清算金受給者及 び清算金受取人は 、清算金の支給を円滑 に行うため、知 事

が行う調査に協力し なければならない。  

(委任 ) 

第十条  この条例に 定めるもののほか、 この条例の施行につ いて必要な事項

は、規則で定める。  

(準備行為 ) 

第十一条  清算金の 支給等に関する手続 その他この条例を施 行するために必

要な準備行為は、施 行日前においても行 うことができる。  


